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報
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平
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十
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情
報
通
信
審
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会
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定
第
四
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平

成

十

四

年

八

月

七

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改
正 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
七
号 

平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
八
号 

 

平

成

十

八

年

八

月

一

日 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
九
号   

（
目
的
） 

第
一
条 

情
報
通
信
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の
手
続

そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
会
議
の
招
集
） 

第
二
条 

審
議
会
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
は
、
会
長
が
招
集
す

る
。 

２ 

会
長
は
、
会
議
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
（
議
事
に
関
係
の

あ
る
臨
時
委
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
対
し
あ
ら
か
じ
め
議
題
、
日
時

及
び
場
所
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

資料 3 

３ 

会
長
は
、
特
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
に
対
し

文
書
に
よ
る
審
議
を
行
う
こ
と
を
通
知
し
、
会
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

な
お
、
こ
の
会
議
を
行
っ
た
場
合
は
、
会
長
が
召
集
す
る
次
の
会
議
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
議
長
） 

第
三
条 

会
長
は
、
総
会
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
整
理
す
る
。 

（
諮
問
及
び
答
申
等
） 

第
四
条 

審
議
会
に
対
す
る
諮
問
は
、
総
務
大
臣
は
文
書
を
も
っ
て
行
い
、

か
つ
、
効
率
的
な
審
議
が
行
え
る
よ
う
に
必
要
な
資
料
を
添
付
す
る
も
の

と
す
る
。 

２ 

審
議
会
の
答
申
又
は
意
見
は
文
書
を
も
っ
て
行
う
。 

３ 

会
長
は
、
委
員
の
中
か
ら
起
草
委
員
を
命
じ
、
答
申
又
は
意
見
の
案
の

起
草
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

答
申
書
は
、
委
員
の
間
に
お
い
て
見
解
の
分
か
れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

複
数
の
意
見
を
並
記
す
る
な
ど
、
審
議
の
結
果
と
し
て
委
員
の
多
様
な
意

見
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

（
意
見
の
聴
取
） 

第
五
条 

審
議
会
は
、
そ
の
調
査
審
議
に
当
た
り
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
調
査
審
議
事
項
と
関
連
す
る
利
害
関
係
者
そ
の
他
の
参
考
人
か
ら
公

聴
会
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
前
項
に
よ
る
ほ
か
、
国
民
生
活
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
事
項
を
調
査

審
議
す
る
に
当
た
り
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
広
く
国
民
か
ら
意
見
を

                    



募
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

審
議
会
は
、
前
二
項
の
意
見
の
聴
取
又
は
募
集
に
係
る
事
項
の
調
査
審
議

に
当
た
り
、
聴
取
又
は
募
集
し
た
意
見
を
参
考
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
に
よ
り
聴
取
又
は
募
集
し
た
意
見
は
、
こ
れ
を
整
理

し
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
員
の
出
席
） 

第
六
条 

会
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
の
職
員
の
会
議
へ
の
出
席

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
議
事
録
） 

第
七
条 

審
議
会
は
、
開
催
し
た
会
議
に
つ
い
て
議
事
録
を
作
成
し
、
次
の
事

項
を
記
載
す
る
。 

一 

開
催
の
日
時
（
開
会
及
び
閉
会
の
時
刻
を
含
む
。）
及
び
場
所 

二 

出
席
し
た
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
氏
名 

三 

出
席
し
た
利
害
関
係
者
及
び
そ
の
他
の
参
考
人
の
氏
名 

四 

出
席
し
た
関
係
職
員
の
所
属
及
び
氏
名 

五 

議
題 

六 

調
査
審
議
の
内
容 

七 

議
決
事
項 

八 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

 ２ 

議
事
録
は
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
の
委
員
等
の
確
認
を
得
て
作
成
し
、

会
長
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。 

（
議
事
録
等
の
保
存
） 

第
八
条 

会
議
に
配
付
さ
れ
た
資
料
及
び
議
事
録
（
以
下
「
議
事
録
等
」
と
い

う
。）
は
、
審
議
会
の
事
務
局
に
お
い
て
保
存
す
る
。 

（
会
議
の
公
開
） 

第
九
条 

会
議
は
、
次
の
場
合
を
除
き
、
公
開
す
る
。 

 

一 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
六
十
九
条
第
一
号
（
同
法
第
三
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
接
続
約
款
の
認
可
を
除
く
。）
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る

事
項
に
関
す
る
審
議 

二 

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
号
、
第
三
号
及

び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
審
議 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
議
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者

又
は
第
三
者
の
権
利
、
利
益
や
公
共
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
そ
の
他
の
会
長
が
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合
に
あ
っ

て
は
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

議
事
録
等
は
、
審
議
会
の
事
務
局
に
お
い
て
閲
覧
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
議
事
録
等
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
又

は
第
三
者
の
権
利
、
利
益
や
公
共
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

そ
の
他
の
会
長
が
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合
、
そ
の
全

部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
議
を
非
公
開
と
す
る
場
合
又
は
前
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
等
を
非
公
開
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
公

表
す
る
。 

５ 

議
事
録
が
公
開
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
審
議
会
の
事
務
局
は
、
議
事
概
要

を
速
や
か
に
作
成
し
、
会
長
の
承
認
を
得
て
公
開
す
る
。 

（
分
科
会
） 

第
十
条 
情
報
通
信
技
術
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。）
の
議
事
の

                    



手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定

を
準
用
す
る
。 

２ 

分
科
会
へ
の
付
議
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
と
き
は
、
会
長
及
び
分
科
会
長

が
協
議
す
る
。 

３ 

分
科
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
分
科
会
長
が
分
科
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

（
部
会
） 

第
十
一
条 

審
議
会
に
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

一 

情
報
通
信
政
策
部
会 

二 

電
気
通
信
事
業
部
会 

三 

有
線
放
送
部
会 

２ 

分
科
会
に
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

 

一 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｒ
部
会 

 

二 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｔ
部
会 

３ 

審
議
会
又
は
分
科
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審

議
さ
せ
る
た
め
部
会
（
以
下
「
特
別
部
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。 

４ 

部
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第

九
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

５ 

部
会
へ
の
付
議
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
と
き
は
、
会
長
又
は
分
科
会
長
及

び
関
係
部
会
長
が
協
議
す
る
。 

６ 

部
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
付
議
に
係
る
審
議
会
又
は
分
科
会
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

（
部
会
の
所
掌
事
務
） 

第
十
二
条 

前
条
第
一
項
の
部
会
の
所
掌
等
は
、
別
記
一
か
ら
別
記
三
の
と

お
り
と
す
る
。 

２ 

前
条
第
二
項
の
部
会
の
所
掌
等
は
、
分
科
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

前
条
第
三
項
の
特
別
部
会
の
所
掌
は
、
そ
の
設
置
の
と
き
に
審
議
会
又

は
分
科
会
に
お
い
て
定
め
る
。 

   
 

附 

則 
 
 

平
成
十
三
年
一
月
十
七
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
一
号 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

附 

則 
 
 

平
成
十
三
年
三
月
二
十
八
日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
四
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
三
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

附 

則 
 
 

平

成

十

四

年

八

月

七

日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
七
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
四
年
八
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

                     



  
 

附 
則 

 
 

平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
八
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

附 

則 
 
 

平

成

十

八

年

八

月

一

日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
九
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 

                     



  
 

 
 

 

 

  

情
報
通
信
政
策
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

委
員
等 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員 

二 

所 

掌 

１ 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
基
本
的
か
つ
総
合
的
な

政
策
に
関
す
る
調
査
審
議
（
他
部
会
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
） 

２ 

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
、
身
体
障
害
者

の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用
円
滑

化
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
情
報
処
理
の
促
進
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
処
理
す
る
事
項
に
関
す
る
こ
と 

３ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
今
後
の
発
展
方
策
に
関
す
る
こ
と 

三 

専
決
事
項 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会

の
決
議
と
す
る
。 

１ 

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
に
規
定
す
る
実

施
指
針
に
関
す
る
こ
と 

２ 

身
体
障
害
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
通
信
・
放
送
身
体
障

害
者
利
用
円
滑
化
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る

基
本
方
針
に
関
す
る
こ
と 

別

記

一

３ 

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
電
子
計
算

機
高
度
化
計
画
に
関
す
る
こ
と 

五 

委
員
会 

１ 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査 

す
る
た
め
、
主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関 

し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 

        

                    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

電
気
通
信
事
業
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

電
気
通
信
事
業
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

  一 

委
員
等 

一 

委
員
等 

 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 

 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 

二 

所 

掌 

二 

所 

掌 

 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
及
び
有
線
放
送
電
話

業
務
の
規
律
に
関
す
る
調
査
審
議 

 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
及
び
有
線
放
送
電
話

業
務
の
規
律
に
関
す
る
調
査
審
議 

三 

専
決
事
項 

三 

専
決
事
項 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す

る
。 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す

る
。 

１ 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
六
十
九
条
に
規
定
す
る
諮
問
事
項 

１ 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
六
十
九
条
に
規
定
す
る
諮
問
事
項 

２ 

同
条
た
だ
し
書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

２ 

同
条
た
だ
し
書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

３ 

接
続
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問
事
項 

３ 

接
続
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問
事
項 

４ 

認
定
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
公
益
事
業
者
の
電
柱
・
管
路
等
の
使
用

に
関
す
る
事
項 

４ 

認
定
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
公
益
事
業
者
の
電
柱
・
管
路
等
の
使
用

に
関
す
る
事
項 

５ 

電
気
通
信
番
号
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問
事
項 

５ 

電
気
通
信
番
号
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問
事
項 

四 

委
員
会 

四 

委
員
会 

１ 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、

主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

１ 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、

主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 

２ 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 

別

記

二

  

附 

則 

附 

則 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す

る
。 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す

る
。 

１ 

電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十

五
号
。
以
下
「
平
成
十
五
年
改
正
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
及
び
電
気
通
信
分
野
に
お
け
る

規
制
の
合
理
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

年
法
律
第
五
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。）
附
則
第
六

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る

諮
問
事
項 

１ 

電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十

五
号
。
以
下
「
平
成
十
五
年
改
正
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
及
び
電
気
通
信
分
野
に
お
け
る

規
制
の
合
理
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

年
法
律
第
五
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。）
附
則
第
六

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る

諮
問
事
項 

２ 

電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
十
五
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
た
だ
し
書
及
び
平
成
十
年
改
正
法
附
則

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
た
だ
し

書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

２ 

電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
十
五
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
た
だ
し
書
及
び
平
成
十
年
改
正
法
附
則

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
第
九
十
四
条
た
だ
し

書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

３ 

平
成
十
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事

業
法
第
九
十
五
条
第
二
項
の
「
聴
聞
の
主
宰
者
」
の
推
薦 

３ 

平
成
十
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事

業
法
第
九
十
五
条
第
二
項
の
「
聴
聞
の
主
宰
者
」
の
推
薦 

  

                    



  

別

記

三
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

有
線
放
送
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

委
員
等 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 

二 

所 

掌 

 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
有
線
放
送
の
規
律
に
関
す
る
調
査
審

議 

三 

専
決
事
項 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す

る
。 

１ 

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
二
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
諮
問
事
項 

２ 

同
条
た
だ
し
書
の
「
軽
微
な
事
項
」
の
認
定 

四 

委
員
会 

１ 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、

主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 

 

 

                     


